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 生徒・保護者の皆さんへ 

                          県立高田商業高等学校長 

 

雪害等による公的交通機関の遅延時等における出欠の取扱い 

について（連絡） 

 

 このことについて、下記のとおりとするのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 通常、始業に間に合う電車に遅延等が発生した場合 

 

(１) 駅で１時間を目途に待っていても電車が到着しない場合は、担任（学校）に

必ず電話連絡した上で、自宅で学習しても構いません。 

 

＊ 学校が生徒の安否を確認するために、必ず電話で連絡すること。 

 

(２) 担任（学校）に連絡した後は、安全に留意し直ちに帰宅すること。 

 

(３) 帰宅後に交通機関が復旧した場合の登校については、生徒・保護者の判断に 

任せます。 

 

 

２ 「公欠・公遅」の判断は、次の(１)(２)により行います。 

 

(１) 交通機関が復旧し登校した場合、速やかに「交通機関の遅延等による公欠届」 

を担任に提出すること。 

 

(２) 担任が「交通機関の遅延等による公欠届」の内容を確認し、「公欠・公遅」

を判断します。 

 

 

３ その他 

メールメイトでの連絡は、原則として、前日から交通機関の運休が予定されて

いる場合、臨時休校の場合、その他緊急を要する場合に行います。 


